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農
業
委
員
会
で
は
、現

在
市
内
す
べ
て
の
農
地
を
対
象
に

「利
用
状
況
調
査
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

平
成
２‐
年
１２
月
に
新
た
な
農
地
法
が
施
行

さ
れ
、

農
地
の
権
利
を
有
す
る
者

の
農
地
の

適
正
か
つ
効
率
的
な
利
用
の
確
保
に
つ
い
て

の
責
務
規
定
が
設
け
ら
れ
、

農
業
委
員
会
の

新
た
な
役
割
と
し
て
、

毎
年
１
回
の

「農
地

の
利
用
状
洸
に
つ
い
て
の
調
査

（利
用
状
況

調
査
）
」

の
実
施

が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し

た
。い

わ
さ
市
農
業
委
員
会
で
は
、

利
用
状
況

調
査
を
値
良
農
地
の
確
保
と
有
効
利
用
を
図

る
た
め
、

こ
れ
ま
で
行

っ
て
い
る

「農
地
バ

ト
ロ
ー
ル
」
の

一
環
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、

農
業
委
員
や
事
務
局
職
貴

が
　
地
域
を
巡
回
し
　
農
地
が
適
下
か
つ
効

率
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
調
べ
る
も
の
で

す
。

具
体
的
に
は
、

遊
休
農
地
の
把
据
の
ほ

か
　
違
反
転
用
農
地
の
有
無
や
農
業
生
産
法

人
　
新
規
就
農
者
等

の
耕
作
し
て
い
る
農

地
　
農
地
の
転
用
許
可
　
改
良
工
事
届
案
件

の
履
行
状
況
な
ど
を
調
査
し
ま
す
。

調
査
に
よ
り
　
遊
休
農
地
や
違
反
転
用
等

が
明
ら
か
に
な

っ
た
場
合
に
は
、

農
業
委
員

会
が
行
う
指
導
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

農
地
は
　
耕
作
や
管
理
を
さ
れ
な
い
ま
ま
放

置
さ
れ
る
と
　
雑
草

枠
木
が
繁
茂
し
　
不
法
投

棄
や
火
災
　
病
害
虫
の
発
生
　
有
害
鳥
獣
の
潜

入

繁
殖
等
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

一
度
荒
れ
て

し
ま
う
と
、

耕
作
で
き
る
状
態
に
戻
す
の
に
大

変
な
手
間
と
労
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

草
刈

り
や
耕
起
等
を
行
い
　
農
地
を
適
正
に
管
理
し

て
く
だ
さ
い
。

農
地
所
有
者
や
そ
の
家
族
が
病
気
や
高
締
等

に
よ
り
耕
作
出
来
な
い
と
い
う
場
合
に
は
　
そ

の
農
地
を
担
い
手
等
の
受
け
手
に
耕
作
し
て
も

ら
う
こ
と
で
適
正
か
つ
効
率
的
な
利
用
が
確
保

で
き
ま
す
。

農
業
委
員
会
で
は
　
こ
の

「農
業
委
員
会
だ

よ
り
」
５
頁
の

「農
地
流
動
化
情
報
」
等
に
よ

り
　
農
地
の
有
効
利
用
を
図
る
た
め
　
広
く
出

し
手

受
け
手
の
結
び
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

農
地
の
受
け
手
が
見
つ
か
ら
な
い
と
き
は
、

農
業
委
員
会
へ
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【問
い
合
わ
せ
先
　
自辰
地
調
整
係

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
２
２
１
７
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】

調
査
の
た
め
、皆

さ
ま
の
所
有
地
に
入
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、す０

理
解
、ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

□農業委員会が態地の所有者などに対し農地を農地として利用するようこ指導します。
1指導対象農地】
01年 以上耕作されておらす 今後も耕作されていないと見込まれる農地
0周 辺の農地と比べて低利用となつている農地

廻予 遊休農地の所在が判明

■ 遊休農地を有効)舌用する対策のしくみ

□ 農業委員会がいわさ市内の農地が適正に利用されているか調査します。

廻予 指導に従わない場合

□ 農業委員会が遊休農地であることを通知します。

□ 所有者等が農地をきちんと利用することを具体的に示した計回言を提出します。

□ 農業委員会が所有者等に対して 註わH[貸 すなど必要な拾口をとるよう勧告します。

勧告に従わない場合

□ 指導対象農地のうちOに ついては 農業委員会が遊休臣地を利用したい者に利用でき
るよう協議を行いますが、協議が不咸立の場合などには、最終的には県知事が裁定により
その者力汗J用できるようにします。


